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開 会 宣 言

会議録署名人の指名

議 案 第
木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則の一部を改正
する規則の制定について

閉 会 宣 言

報 告 事 項

そ の 他
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議案第２５号

木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則の一部を改正する規則の制定について

木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則の一部を改正する規則を次のように制定する。

令和５年５月１０日

木更津市教育委員会教育長 廣 部 昌 弘

木更津市教育委員会規則第 号

木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則の一部を改正する規則

木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則（昭和６０年木更津市教育委員会規則第４号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１号中「１０日前」を「３日前（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）を除く。）」に改め、同条第２号中

「１０日前」を「３日前（祝日法による休日を除く。）」に改める。

第４条第１項中「７日前」を「３日前（祝日法による休日を除く。）」に改める。

附 則

この規則は、令和５年６月１日から施行する。

提案理由

木更津市立少年自然の家キャンプ場の使用許可に係る申請期間を変更することについて、関連

条文の整備をしようとするものである。
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新旧対照表

○木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則の一部を改正する規則

新 旧

木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則

昭和60年３月30日

教育委員会規則第４号

（使用許可の申請）

木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則

昭和60年３月30日

教育委員会規則第４号

（使用許可の申請）

第２条 条例第９条の規定によりキャンプ場の使用許可を受けようとするもの

（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当

該各号に定める期間内に、市立少年自然の家キャンプ場使用許可申請書（別

記第１号様式）を教育委員会に提出しなければならない。ただし、この条本

文に規定する期間内に提出することができないやむを得ない理由があると教

育委員会が認めるときは、この限りでない。

第２条 条例第９条の規定によりキャンプ場の使用許可を受けようとするもの

（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当

該各号に定める期間内に、市立少年自然の家キャンプ場使用許可申請書（別

記第１号様式）を教育委員会に提出しなければならない。ただし、この条本

文に規定する期間内に提出することができないやむを得ない理由があると教

育委員会が認めるときは、この限りでない。

(１) 第６条第２項各号に掲げる団体 使用しようとする日の属する年度の

４月１日から使用しようとする日の３日前（国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という

。）を除く。）まで

(１) 第６条第２項各号に掲げる団体 使用しようとする日の属する年度の

４月１日から使用しようとする日の10日前まで

(２) 前号の団体以外のもの 使用しようとする日の属する年度の５月１日

から使用しようとする日の３日前（祝日法による休日を除く。）まで

(２) 前号の団体以外のもの 使用しようとする日の属する年度の５月１日

から使用しようとする日の10日前まで

（使用の不許可、取消し及び変更） （使用の不許可、取消し及び変更）

第４条 キャンプ場の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）が

、その取り消し、又はその内容を変更しようとするときは、市立少年自然の

家キャンプ場使用（取消し・変更）許可申請書（別記第１号様式）に市立少

年自然の家キャンプ場使用許可書を添えて使用する日の３日前（祝日法によ

る休日を除く。）までに教育委員会に提出しなければならない。

第４条 キャンプ場の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）が

、その取り消し、又はその内容を変更しようとするときは、市立少年自然の

家キャンプ場使用（取消し・変更）許可申請書（別記第１号様式）に市立少

年自然の家キャンプ場使用許可書を添えて使用する日の７日前までに教育委

員会に提出しなければならない。

２～４ 略 ２～４ 略
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